
 令和 5 年 12 月 27 日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、令和 6

年 12月 2日から現行の健康保険証は発行されないこととなります。 

 このことに伴い、令和 6年 12月 2日以降は、マイナンバーカードに保険証利用の登録

をした「マイナ保険証」が、現行の健康保険証の代わりとなります。 

【マイナ保険証をお持ちでない方はマイナ保険証を準備してください】 

マイナンバーカードをお持ちの方

マイナポータルや医療機関窓口のカードリーダー等で、マイナンバーカードの保険証利用

の登録をおこなってください。 

マイナンバーカードをお持ちでない方

最初にマイナンバーカードを取得してください。マイナンバーカードを取得しましたら、マ

イナポータルや医療機関窓口のカードリーダーで、マイナンバーカードの保険証利用の登

録をおこなってください。 

【令和 6年 12月 2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方の保険診療について】 

⚫ 現行の健康保険証は、経過措置として令和 6 年 12 月 2 日から令和 7 年 12 月 1 日

まで、使用が可能です。

⚫ マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付いたします。「資格確認書」

を医療機関等の窓口に提示することにより、保険診療を受けることができます。

【マイナ保険証で受診するメリット】 

⚫ 過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気

を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整して

もらうこともできます。

⚫ 限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除

されます。

現行の健康保険証は令和 6年 12月 2日に廃止されます 



北陸情報産業健康保険組合



健保組合では、誤登録再発防止のため、マイナンバー紐づけ登録時に、本人

確認のため氏名・生年月日に加え住民票住所まで正確に確認する再発防止

策を講じています。これらの対策により安心・安全にマイナ保険証がご利用

いただけます。医療機関で受診する際には、マイナ保険証をご利用ください。

当組合の全加入者がマイナ保険証を利用することで、健保組合の事務効率化

が図られ、適切な保険料利用につながります。保険証の利用登録がお済みで

ない場合は、本リーフレットを参考に早めに利用登録をお願いします。

当健保組合は加入者の皆さまの健康増進を図り、良質で効率的な医療を受けられるよう、

加入者の皆さまの安心・安全実現のために努めてまいりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

保険証の利用登録の状況 （令和５年11月1日時点）

当健保組合加入者の

保険証の利用登録の割合 66.1%

保険者が行っている安心、安全のための対応策

について、動画をご覧ください。

デジタル庁作成動画 【報告と対策】
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